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１．開催日  令和４（2022）年７月 27 日（水） 

 

２．開催場所 栃木県公館 大会議室 

 

３．出席委員 15 名 

 

山 田 委 員、大 森 委 員、佐 藤 委 員、牧 野 委 員、 

新 田 委 員(代)、廣 瀬 委 員(代)、大 角 委 員(代)、野 井 委 員(代)、

齋 藤 委 員、小 菅 委 員、木 村 委 員、小 林 委 員、 

岩 崎 委 員、佐 藤 委 員、小 池 委 員 

 

 

※(代)は代理出席であり、２号委員（関係行政機関の職員）については栃木県都市計

画審議会規程により代理出席が認められております。 
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午後１時３０分 開会 

○事務局 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第１８３回栃木県都市計画審議会を開催い

たします。 

    はじめに、委員に異動がございましたので、新任委員を御紹介いたします。 

  １号委員に、宇都宮大学准教授 佐藤栄治様が任命されております。 

○４番（佐藤委員） 佐藤です。よろしくお願いいたします。 

○事務局 同じく自治医科大学学内教授 牧野伸子様が任命されております。 

○７番（牧野委員） 牧野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 ２号委員に、国土交通省関東地方整備局長 廣瀬昌由様が任命されております。本日は代理

で、国土交通省宇都宮国道事務所長 吉田幸男様が出席されております。 

○１０番（廣瀬委員代理：吉田様） 吉田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 続きまして４号委員に、栃木県議会議員 木村好文様が任命されております。 

○１５番（木村委員） 木村でございます。よろしくお願いします。 

○事務局 同じく栃木県議会議員 岩崎信様が任命されております。 

○１７番（岩崎委員） 岩崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 同じく栃木県議会議員 佐藤良様が任命されております。 

○１８番（佐藤委員） 佐藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 本日は欠席でございますが、５号委員に、栃木県市議会議長会会長 君島孝明様が任命され

ております。 

  以上で、新たに委員となられた方の御紹介を終わります。 

ここで、開会にあたりまして、県を代表して坂井県土整備部長から御挨拶申し上げます。 

○坂井県土整備部長 県土整備部長の坂井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。第１８３

回栃木県都市計画審議会の開催にあたりまして、県を代表して一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

委員の皆様方におかれましては、御多用のところ、本審議会に御出席を賜り、大変ありがとうご

ざいます。また、本県の都市計画行政の推進につきまして、日ごろより御支援、御理解、御協力を

いただきまして、重ねて御礼申し上げます。 

 さて、今月に入りまして、新型コロナウイルス感染症の罹患が急速に拡大しているところでござ

いますが、この新型コロナウイルス感染症を契機として、テレワークなどの仕事の形態、人の動き

のあり方が大分変化していると思っております。そういった中で、今後、人々の移動手段や人々の

行動が変わっていくのではないか。人の移動の形態が変わっていけば、まちづくりもやはり変わっ

てくるだろうと考えております。県としても、このような変化に対応したまちづくりの方向性につ

いて、さらなる検討をこれからしていかなければならないと考えております。今後、委員の皆様方

にはこのような点も含めて御意見、御助言いただくことになるかと思いますが、その際は何とぞ御

協力のほどお願い申し上げたいと思います。 

 本日の審議会は、大田原市及び矢板市、那須塩原市におきまして、県が定める都市計画道路５路
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線の変更案と、真岡市におきまして、建築基準法に基づく産業廃棄物処理施設の敷地の位置につい

て御審議をお願いするものでございます。委員の皆様方には、それぞれの専門的なお立場から御審

議、御意見等を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 本日の出席者でございますが、本日は委員２０名のうち１５名に出席をいただいております。

栃木県都市計画審議会条例第５条に定める定足数に達しておりますことを御報告いたします。 

  次に、本日の議長についてでございますが、第１８２回栃木県都市計画審議会をもちまして森本会

長が御退任されましたので、栃木県都市計画審議会条例第４条第３項の規定に基づく会長職務代理者

である大森委員にお願いしたいと思います。大森委員、議長席へ御移動願います。 

（大森委員、議長席に着く） 

○事務局 それでは進行をよろしくお願いいたします。 

○議長 それでは進行を務めさせていただきます。本日は、第１８３回栃木県都市計画審議会を開催し

ましたところ、委員の皆様には御多用中にもかかわらず御出席いただきありがとうございます。 

前会長からあらかじめ御指名をいただいておりましたので、会長が決定するまでの間、議長を務め

させていただきます。 

早速ですが会長の選出を行いたいと思いますので、お手元の審議会条例及び委員名簿を御覧いただ

きたいと思います。会長につきましては、栃木県都市計画審議会条例第４条第１項の規定により、１

号委員の中から選出することになっております。これにつきまして、いかが取り計らえばよろしいで

しょうか。どなたか御意見ございますか。 

（山田委員、挙手） 

○議長 山田委員お願いします。 

○１番（山田委員） 私は栃木県農業会議の山田と申しますが、この都市計画審議会には何回か出させ

ていただいております。都市計画審議会の会長という職は、都市計画に関しまして幅広い知識を有す

る方が最適任であると考えております。その観点から申し上げますと、宇都宮大学の教授でございま

して都市計画に関して豊富な実績と高い見識をお持ちであり、また、この審議会におきましては会長

職務代理者として貢献されております大森委員が会長として最適任者ではないかと考えております。

したがいまして、私は大森委員を本審議会の会長に推選させていただきたいと思います。以上でござ

います。 

○議長 ありがとうございます。ただいま山田委員から、会長には大森委員をとの御推薦がございまし

たが、ほかに御推薦はございますか。 

それでは、お諮りいたします。大森委員を会長に選出することについて御異議ございませんでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 ありがとうございます。異議なしとのことでございますので、大森委員を会長に選出したいと

存じます。 
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○事務局 ありがとうございます。それでは、大森会長から会長就任の御挨拶をいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○大森会長 ただいま会長に御指名いただきました宇都宮大学の大森でございます。一言御挨拶させて

いただきます。 

  コロナ禍もまだまだ収まらず、異常気象も続いているというように、世の中なかなか落ち着かない

状況でございますが、栃木県は今年いよいよ「とちぎ国体・障害者スポーツ大会」も迎えますし、ま

た、ＪＲ宇都宮駅東口のまち開きももうすぐですし、来年にはＬＲＴも開業の予定ということで、い

ろいろ全国から注目を集めているのではないかと感じているところでございます。 

  この都市計画審議会は、栃木の都市ビジョン「スマート＋コンパクトシティ」の実現に向けまして、

また、坂井部長からもお話がありましたように変化に対応したまちづくりとして、「新しい生活様式」

という点も考慮しながら適切な都市計画を進められるように、皆様と慎重な審議を行ってまいりたい

と存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○事務局 ありがとうございました。 

  続きまして、栃木県都市計画審議会条例第４条第３項の規定に基づき、会長に会長職務代理者を指

名していただきたいと思います。大森会長、１号委員の中からどなたかを御指名ください。お願いい

たします。 

○議長（大森会長） それでは、会長の職務代理者として、佐藤委員にぜひお願いしたいと思います。

佐藤委員は専門が都市計画・建築計画でございまして、栃木県都市計画区域マスタープラン専門委員

会の委員も務めており、ほかにも大変経験豊富であると考えております。委員の皆様いかがでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 ありがとうございます。それでは、佐藤委員に会長職務代理に御就任いただけたということで、

一言御挨拶をお願いいたします。 

○４番（佐藤委員） 会長職務代理を拝命いたしました佐藤です。御紹介いただいたように専門は都市

計画ですが、今日も御参加いただいている自治体のいろいろな委員長なども経験させていただいてお

ります。今後ともよろしくお願いいたします。 

○議長 それでは早速議事を進めさせていただきます。 

  まず、議事録署名委員ですが、本日の議事録署名委員は山田健悦委員と佐藤栄治委員を御指名させ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

  本日の案件といたしましては、お手元の次第にございますように、「大田原都市計画道路の変更に

ついて」のほか、付議案件が３件、報告案件が１件でございます。 

また、審議会は、栃木県都市計画審議会規程第１２条の規定におきまして、栃木県情報公開条例

第７条に定めております、個人の権利利益を害する恐れがある事項などを審議する場合や、公開す

ることにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合を除き、原則として公開と

なっております。本日は、傍聴者はいらっしゃらないということでございます。 
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 それでは、第１号議案「大田原都市計画道路の変更について」及び第２号議案「矢板都市計画道

路の変更について」につきましては関連がございますので、一括して審議いたします。この議案に

つきまして、幹事から説明をお願いいたします。 

○幹事（栃木県都市計画課長） 栃木県都市計画課の笹沼でございます。第１号議案並びに第２号議案

について御説明いたします。着座にて説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、第１号議案並びに第２号議案について、それぞれの議案書と参考資料を用いて御説明

させていただきます。 

まず、第１号議案の「大田原都市計画道路の変更について」御説明いたしますので、議案書３ペ

ージの位置図を御覧願います。今回、変更いたします大田原都市計画道路３・３・５号国道４号線

の位置を赤い線で表示しております。本路線は、大田原市及び県北地域の都市間を連絡する延長約

２，３４０ｍの主要な幹線街路でございます。 

次に前のページに戻りまして、議案書の２ページにあります計画書を御覧願います。この計画書

には、今回変更いたします都市計画道路３・３・５号国道４号線の都市計画変更後の区域や構造等

について記載しておりますので、その内容について御説明いたします。 

表の左端の欄に「種別」と書いてございますが、こちらにつきましては「幹線街路」となります。

位置は、起点が大田原市上石上字下川原、終点は大田原市上石上字東山で、延長は約２，３４０ｍ、

構造は車線数が４車線で標準部の有効幅員は２２．０ｍです。 

次の行には本路線の全延長約２，３４０ｍに対し、構造形式の内訳といたしまして「嵩上式」、「地

表式」の別を記載したものとなります。ここで「嵩上式」とは、都市計画道路の道路センターにお

ける計画の高さが現地の地盤高よりも５ｍ以上高く、その状態が３５０ｍ以上連続する区間をいい

ます。今回変更いたします都市計画道路につきましては、「嵩上式」以外の区間は「地表式」となり

ます。なお、「嵩上式」、「地表式」以外に、「掘割式」、「地中式」といった構造形式がございますが、

こちらにつきましては今回の都市計画では該当する区間がございませんので、説明は省略させてい

ただきます。 

 この「嵩上式」の区間は、延長約９４０ｍで、法面などを含む都市計画道路の最小の幅員が２３．

２ｍ、最大が５８．６ｍとなります。次に「地表式」の区間は延長が約１，４００ｍで、法面など

を含みます都市計画道路の最小の幅員が２５．０ｍ、最大が４３．３ｍとなります。また、この「地

表式」の区間で鉄道やほかの都市計画道路などと交差する構造では、幹線街路との平面交差となり、

その数は１箇所となります。 

 表の下に変更の理由と書いてありますが、変更の理由につきましては、大田原市の交通の現状及

び将来の見通しを勘案し、詳細な設計を行ったところ、道路の区域が明確になりましたことから、

本案のとおり変更するものでございます。 

 続きまして、第２号議案の「矢板都市計画道路の変更について」御説明いたします。 

はじめに議案書６ページの位置図を御覧願います。今回変更いたします矢板都市計画道路３・３・

５号宇都宮陸羽線の位置を赤い線で表示しております。本路線は、矢板市及び県北地域の都市間を
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連絡する延長約１４，８２０ｍの主要な幹線街路となります。先ほどの１号議案と併せまして一般

国道４号に該当する路線になっております。 

 次に前のページに戻りまして、議案書の５ページにあります計画書を御覧願います。この計画書

には、今回変更する都市計画道路３・３・５号宇都宮陸羽線の都市計画変更後の区域や構造等につ

いて記載してございますので、その内容について御説明いたします。 

 先ほどの第１号議案と同じように、種別については「幹線街路」となります。位置につきまして

は、起点が矢板市乙畑字養曽、終点は矢板市山田字関根下で、延長は約１４，８２０ｍ、構造は車

線数が４車線で標準部の有効幅員は２２.０ｍです。 

次の行には本路線の全延長約１４，８２０ｍに対し、構造形式の内訳として「嵩上式」、「地表式」

の別を記載してあります。本路線も、先ほど説明した第１号議案と同様に、「地表式」と「嵩上式」

の区間のみとなります。 

「嵩上式」の区間は延長約７５０ｍで、法面などを含みます都市計画道路の最小の幅員が２３．

２ｍ、最大が７５．２ｍとなります。次に「地表式」の区間の延長は約１４，０７０ｍで、法面な

どを含みます都市計画道路の最小幅員が２２．０ｍ、最大が７７．０ｍとなります。また、この「地

表式」の区間で鉄道やほかの都市計画道路などと交差する構造につきましては、ＪＲ東北新幹線と

の立体交差が１箇所、幹線街路との平面交差が８箇所となります。 

 変更の理由につきましては、矢板市の交通の現状及び将来の見通しを勘案し、詳細な設計を行っ

たところ、道路の区域が明確となったことから、本案のとおり変更するものでございます。 

 それでは、今回の都市計画変更の具体的な内容について詳しく御説明いたしますので、別冊の参

考資料の９ページを御覧願います。ここに３・３・５号宇都宮陸羽線の横断図を掲載しております。

上段の横断図につきましては、黄色のタイトルにありますとおり現都市計画、つまり変更前の横断

図になります。下の段の横断図は、赤のタイトルにありますとおり変更案の横断図、つまり都市計

画の変更後の横断図となります。 

 現都市計画は平成３０年１１月に都市計画決定しております。この道路、実際には法面などを含

んでおりますが、現都市計画を決定した時点では道路の高さや法面の構造などが特定されておらず、

道路としての区域や「地表式」、「嵩上式」といった構造形式を明確化することが困難でございまし

た。このため、法面などを除いた本線の幅員分の区域２２．０ｍのみを「地表式」として都市計画

決定したものでございます。 

 今回の変更は、道路の詳細な設計を行いましたところ、道路の高さや交差点部の形状及び本線以

外の法面の形状など、構造形式や道路としての区域が明確になりましたため、これらの区域を追加

する都市計画の変更を行うものでございます。横断図でいいますと、上と下では、道路そのものの

幅員は２２．０ｍと変わりませんが、道路の両側にある法面を含んだ形の都市計画の変更という形

になります。 

 次に参考資料の１０ページを御覧願います。ここでは３・３・５号国道４号線の横断図を掲載し

ております。こちらは大田原都市計画道路になります。内容につきましては、先ほどの３・３・５
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号宇都宮陸羽線と同様に、道路の高さや法面の形状など、構造形式や道路としての区域が明確とな

ったため、記載のとおり都市計画の変更を行うものでございます。道路の高さが矢板都市計画道路

と大田原都市計画道路で若干違ったり、盛土や切土があったりします。大田原都市計画道路ではそ

の代表的な箇所が盛土構造になっておりますので、こちらは盛土の形で掲載してございます。 

 続きまして参考資料の 1 ページを御覧願います。これは、先ほど御説明した議案書２ページにあ

ります１号議案の３・３・５号国道４号線に関する計画書の新旧対照表となってございます。この

新旧対照表の見方といたしましては、表の中にある括弧書きは変更前、つまり現都市計画の内容と

なり、括弧のないものが都市計画の変更案、変更後の都市計画の内容となります。 

現都市計画では、全延長にわたって道路の構造形式を「地表式」といたしましたが、今回実施い

たしました詳細な設計により都市計画道路の高さが決まり、道路の構造形式も明確となりましたの

で、その内訳として「嵩上式」と「地表式」を表示したものでございます。 

また、今回、法面等を含む道路の区域が明確となったため、幅員につきましても、表のとおり標

準部では２２．０ｍと変更はございませんが、新たに構造形式の内訳として「嵩上式」と「地表式」

の延長と幅員などを定めております。幅員などの値につきましては、先ほど御説明したとおりでご

ざいます。 

第２号議案の３・３・５号宇都宮陸羽線の計画書につきましても、参考資料２ページに新旧対照

表がございますので御覧願います。表の見方と変更内容につきましては、先ほど御説明したものと

同様でございます。 

それでは、ここから、参考資料３ページから８ページにあります資料を用いまして、平面計画に

おける変更内容について御説明したいと思います。 

まず、参考資料３ページの位置図を御覧願います。３・３・５号宇都宮陸羽線の変更区間につき

ましては、青点線の長方形で囲まれたＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの区間になります。３・３・５号国道４号線

の変更区間につきましては、青点線の長方形で囲まれたＥ、Ｆの区間になります。 

位置図にあります青色の点線で囲んだ範囲を拡大したものを、４ページ以降に平面図として掲載

しております。それでは４ページを御覧ください。 

上のＡの区間の図面を御覧願います。図面右側が北の方向を示しておりますので、図面左側が宇

都宮方面、右側が福島方面となります。 

図面左端に変更区間と赤い旗揚げがございます。ここから図面の右側の区間が、今回都市計画を

変更する区間となります。図面の黄色い線は現在の都市計画、赤い線が都市計画の変更案になりま

す。先ほどご説明したとおり、今回の変更は法面を追加するなど都市計画道路としての区域の変更

となりますので、変更案である赤い線が現地の地形などに合わせて表示されております。 

まず、上段のＡの区間につきましては、一般県道大田原矢板線と一般国道４号及びＪＲ東北本線

（宇都宮線）が交差する土屋交差点付近となります。Ａの区間の平面図において、真ん中の付近で

都市計画道路が大きく膨らんでいる部分が土屋交差点付近となります。それを拡大した図面を土屋

交差点付近拡大図として下の図に掲載してございます。 
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この拡大図において、黒く太い線は、現在の一般国道４号の現道と同じ線形になる部分でござい

ます。赤く太い線につきましては、３・３・５号宇都宮陸羽線として都市計画決定されている一般

国道４号矢板大田原バイパスの整備計画の線形となります。 

この土屋交差点付近の計画は、３・３・５号宇都宮陸羽線が、緑色の太い線の一般県道大田原矢

板線とＪＲ東北本線（宇都宮線）を橋梁形式のオーバーパスで立体交差する計画となっております。

緑色の太い線の一般県道大田原矢板線から赤く太い線の一般国道４号矢板大田原バイパスへの接続

につきましては、青色の太い線のとおり、一般国道４号矢板大田原バイパスの下をくぐるような形

で立体交差して、ループ状に一般国道４号矢板大田原バイパスに接続する丁字路になるような形で

ございます。 

上のＡの図に戻りまして、図面中央の上に黒く「嵩上式」と旗上げしてありますが、ここから図

面右側が「嵩上式」の区間となります。先ほど計画書の中で御説明したとおり、この「嵩上式」の

区間につきましては現地盤から５ｍ以上高くなるところが３５０ｍ以上連続する区間となります。

なお、この都市計画道路において、「嵩上式」の区間以外は「地表式」の区間となります。 

続きまして５ページを御覧ください。こちらはＢの区間になりますが、バイパス区間となります。

図面の左端に「嵩上式」と黒く旗上げがあります。ここから左側が「嵩上式」の区間となります。

ここからはずっと農地の中を通るようなバイパス区間になります。 

続いて６ページを御覧ください。上段のＣの区間もＢの区間と同様にバイパス区間となります。

Ｄの区間もバイパス区間であり、箒川とありますが、箒川の右岸側が大田原市との市境になります。

この地点が３・３・５号宇都宮陸羽線の終点となり、ここまでが変更区間となります。 

続いて７ページを御覧ください。ここからが大田原都市計画道路の３・３・５号国道４号線の変

更区間になります。Ｅの区間で先ほどの宇都宮陸羽線との接続になりますが、矢板市との市境が３・

３・５号国道４号線の起点になります。ここからが変更区間となっております。図面右端のあたり

で現在の国道４号の現道に接続する形になっております。 

続いて８ページを御覧ください。Ｆ区間につきましては、現道拡幅区間であり、３・３・５号国

道４号線の終点は那須塩原市との市境となります。３・３・５号国道４号線の変更区間もここまで

となります。 

変更内容の説明については以上となりますが、本変更案につきまして、都市計画法第１７条の規

定に基づきまして、令和４年５月１０日から５月２４日までの２週間公衆の縦覧に供したところ、

意見書の提出はございませんでした。 

また、この変更案につきまして関係市に意見を聴取したところ、大田原市から令和４年５月２５

日付、矢板市から同年７月１日付で、それぞれ異存ない旨の回答をいただいております。 

説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 ありがとうございました。ただいまの説明を踏まえまして、委員の皆様には審議をお願いいた

します。御質問、御意見等がございましたら御発言をお願いいたします。いかがでしょうか。 

○１３番（齋藤委員） １３番、矢板市長の齋藤淳一郎でございます。 
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  第２号議案として御審議いただいております矢板市都市計画道路の変更についてでございますが、

御承知の方もおられるかと思いますが、第１号議案の大田原都市計画道路の変更と併せて、国道４号

の矢板大田原バイパスの事業化をしていただいたことに伴う今回の変更ということでございます。 

  この国道４号につきましては、宇都宮市内から本市土屋地内の土屋交差点までは、既に矢板拡幅と

いう箇所で新規事業化されております。また、那須塩原市に入りますと、西那須野道路ということで

これも既に工事に着手されております。 

  そういった中でこの区間がまさにボトルネックになっており、朝夕の通勤時間帯をはじめとして渋

滞が著しい箇所でございます。 

  この区間は矢板市につきましても大田原市につきましても非線引きの都市計画区域でございます。

そういった中で、今後、私ども地元自治体としても、秩序ある沿線開発が可能となるようしっかり努

めさせていただきたいと考えております。 

  また、矢板市山田地内の農地につきましては、極力優良農地を分断しないような形で法線が決定さ

れています。こういったことも踏まえて、秩序ある土地利用に取り組む必要があると考えております。 

○議長 御意見ありがとうございました。ほかに何かございますか。 

  それでは、ほかに御質問、御意見がないようですので、本案件につきましては原案どおり議決する

ことで御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 ありがとうございます。御異議がございませんでしたので、本案件については、原案どおり議

決いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長 それでは、続いて第３号議案「那須塩原都市計画道路の変更について」を議題といたします。

この議案につきまして、幹事から御説明をお願いいたします。 

○幹事（栃木県都市計画課長） それでは、第３号議案「那須塩原都市計画道路の変更について」御説

明いたします。 

議案書９ページの位置図を御覧願います。今回、変更する那須塩原都市計画道路３・３・７号イ

ンターチェンジ通り及び３・３・８号烏ヶ森線、３・５・４号国道４号線の３路線の位置を赤い線

で表示しております。 

まず１つ目の路線３・３・７号インターチェンジ通りは、延長約１０，８４０ｍの那須塩原市及

び県北地域の都市間を連絡する主要な幹線街路で、今回の変更につきましては、西赤田地内の一般

国道４００号整備計画に伴う変更でございます。 

２つ目の路線３・３・８号烏ヶ森線につきましては、延長約６，６００ｍで、こちらも那須塩原

市及び県北地域の都市間を連絡する主要な幹線街路で、主に一般国道４号西那須野道路整備計画に

伴う変更でございます。 

３つ目の路線３・５・４号国道４号線は、延長約２，９５０ｍの那須塩原市内の各地区を連絡す

る都市幹線街路で、３・３・８号烏ヶ森線の変更に伴いまして交差点の位置や形状を変更するもの
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でございます。 

次に前のページに戻りまして、議案書の８ページにある計画書を御覧願います。この計画書は、

今回変更する都市計画道路３路線の都市計画変更後の区域について記載しておりますので、その内

容について上から順に御説明いたします。 

まず、種別につきましては、３路線全てが「幹線街路」となります。一番上は３・３・７号イン

ターチェンジ通りとなります。位置は、起点が那須塩原市緑１丁目、終点は那須塩原市千本松、区

域として延長が約１０，８４０ｍ、構造としては構造形式が｢地表式｣、車線数が４車線で標準部の

有効幅員は２５．０ｍです。この地表式の区間で鉄道やほかの都市計画道路などと交差する構造に

つきましては、ＪＲ東北新幹線との立体交差など、記載のとおりでございます。 

次は３・３・８号烏ヶ森線です。位置は、起点が那須塩原市三区町、終点は那須塩原市井口字腰

巻、区域として延長が約６，６００ｍ、構造としては構造形式が「地表式」、車線数が４車線で標準

部の有効幅員は２４．０ｍです。この地表式の区間で鉄道やほかの都市計画道路などと交差する構

造につきましては、幹線街路との平面交差が５箇所となります。 

最後は３・５・４号国道４号線です。位置は、起点が那須塩原市三区町、終点は那須塩原市西富

山字接骨木道西、区域として延長が約２，９５０ｍ、構造としては構造形式が「地表式」、車線数が

２車線で標準部の有効幅員は１５．０ｍです。この地表式の区間で鉄道やほかの都市計画道路など

と交差する構造につきましては、幹線街路との平面交差が６箇所となります。 

変更の理由につきましては、那須塩原市の交通の現状及び将来の見通しを勘案し、詳細な設計を

行ったところ、道路としての区域が明確になったことから、本案のとおり変更するものでございま

す。 

続きまして都市計画変更の具体的な内容について御説明いたします。参考資料の１６ページを御

覧願います。こちらに３・３・８号烏ヶ森線の横断図を掲載しております。 

この３号議案につきましては、都市計画道路が３路線ありますが、横断幅員が変更となりますの

は３・３・８号烏ヶ森線のみとなります。上段の横断図は、これまでと同様に、黄色のタイトルに

ありますとおり現都市計画、つまり変更前の横断図となります。下の横断図につきましては、赤の

タイトルにありますとおり変更案、つまり変更後の横断図となります。 

内容につきましては、主に一般国道４号西那須野道路整備計画に伴いまして変更するものでござ

います。現都市計画は当初決定時の基準で計画されておりますが、今回、現在の基準に基づきまし

て車線幅員を３．２５ｍから３．５ｍにするなど、変更案の横断図にあるとおり計画を変更するも

のでございます。また、歩道幅員につきましては、電線類の地中化を計画していることなどから、

必要となる路上施設帯を考慮いたしまして、幅員を２．５ｍから３．５ｍに変更するなど、標準部

の道路幅員を２２．０ｍから２４．０ｍに変更するものでございます。 

資料１７ページを御覧願います。こちらには３・３・７号インターチェンジ通りと３・５・４号

国道４号線の横断図を記載しておりますが、先ほど申し上げましたとおり、この２路線につきまし

ては横断図の変更はございません。 
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それでは、参考資料１１ページにお戻りいただきまして、第３号議案の計画書の新旧対照表がご

ざいますので、こちらを御覧ください。第３号議案の３路線とも構造形式につきましては「地表式」

のみとなりますので、こちらについては変更ございません。計画書に関しまして主に変更となる部

分につきましては、先ほど御説明したとおり、３・３・８号烏ヶ森線の標準幅員が２２．０ｍから

２４．０ｍに変更になることと、３・５・４号国道４号線について、３・３・８号烏ヶ森線への接

続位置が変わることに伴い起終点の位置や延長が変更になるものでございます。なお、３・３・７

号インターチェンジ通りにつきましては、道路の平面線形を一部変更するのみでございますので、

計画書の記載に変更はございません。 

参考資料１２ページの位置図を御覧願います。今回変更いたします都市計画道路の３路線を赤で

表示し、それぞれの変更区間は赤で旗上げした区間になります。この１２ページの位置図にありま

す青色の長方形の点線で囲んだ範囲を拡大したものが、１３ページ以降に平面図として掲載してあ

りますので、１３ページを御覧ください。図面右側がおおむね北の方角を示しておりますので、図

面の左側が宇都宮方面、右側が福島方面になります。図面の左端に３・３・８号烏ヶ森線変更区間

と赤い旗上げがございます。上のＡの区間は、大田原市との境を起点といたしまして、ここからが

３・３・８号烏ヶ森線の区間となります。黄色い線が現在の都市計画、赤い線が都市計画の変更案

になります。 

Ａの区間につきましては、大田原市を起点といたしまして現道を拡幅する区間となります。 

続きましてＢの区間ですが、図面右側で３・３・８号烏ヶ森線と３・５・４号国道４号線が分岐

しております。これまでは３・５・４号国道４号線が一般国道４号となっておりますが、変更後は

３・３・８号烏ヶ森線が一般国道４号となり、主交通を担う路線が３・３・８号烏ヶ森線となりま

すことから、図のとおり交差点の位置や形状及び延長が変更になるものでございます。 

続いて１４ページを御覧ください。上の図Ｃの区間ですが、真ん中よりやや左側にある那須塩原

都市計画公園５・５・２号烏ヶ森公園を通過した先の３・３・７号インターチェンジ通りとの交差

点部につきましては、３・３・８号烏ヶ森線の曲線部の見直しによりまして、交差点の位置と形状

が変更になっております。 

その下のＤの区間についてです。平面図の左側と真ん中よりやや右側に、細長い長方形の形で、

都市計画道路の赤い区域が図面の上の方に少しだけ膨らんでいる箇所が３箇所ほどございます。こ

れは近くに小学校などが位置しており、通学する児童などの交通安全のため、横断歩道橋を設置す

る区域としているところでございます。 

続いて１５ページを御覧ください。Ｅの区間になります。３・３・８号烏ヶ森線と３・５・４号

国道４号線との接続部になります。これにつきましても、先ほど説明したＢの区間と同様に、主交

通が３・３・８号烏ヶ森線に移ることから、交差点の位置や形状及び延長が今回変更になるもので

ございます。 

その下のＦの区間です。こちらは路線が変わりまして３・３・７号インターチェンジ通りの変更

区間となり、一般国道４００号に該当します。左側が会津方面、塩原方面になります。右側が茨城
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方面、大田原方面になります。この変更につきましては、沿道における土地利用への影響を考慮し

ますとともに、現在の道路敷について、より有効活用を図るため、道路線形の一部を変更するもの

でございます。 

本変更案につきましては、都市計画法第１７条の規定に基づきまして、令和４年５月１０日から

５月２４日までの２週間公衆の縦覧に供しましたが、意見書の提出はございませんでした。 

また、変更案につきまして関係市である那須塩原市に意見を聴取したところ、令和４年６月３０

日付で異存ない旨の回答をいただいております。 

説明は以上になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 ありがとうございました。ただいまの説明を踏まえまして、委員の皆様には審議を進めていた

だきたいと思います。御質問、御意見がございましたらお願いいたします。 

 御質問、御意見がないようですので、本案につきましては原案どおり議決することでよろしいで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長 御異議がございませんので、本案件については原案どおり議決いたします。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇議長 それでは、第４号議案「宇都宮都市計画区域内に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置に

ついて」を議題といたします。この議案について、幹事から御説明をお願いいたします。 

○幹事（栃木県都市計画課長） それでは、第４号議案について御説明いたします。お手元の議案書の

１０ページから１１ページまでが第４号議案でございます。 

議案書１２ページの位置図を御覧願います。本案件は、建築基準法第５１条ただし書きの規定によ

りまして、民間事業者が真岡市内の赤の区域に計画する産業廃棄物処理施設の敷地の位置が、都市計

画上支障がないかどうか御審議いただくものでございます。 

 第４号議案の詳細につきましては、特定行政庁の事務を所管しております栃木県県土整備部建築課

長から御説明いたします。 

○幹事（栃木県建築課長） 建築課長の大塚でございます。私の方から具体的な内容を説明したいと思

います。 

  資料１８ページを御覧ください。まず、建築基準法の手続の説明をいたします。付議理由の次に同

５１条の抜粋を記載しております。「都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚

物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその

敷地の位置が決定されているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。」とされておりま

す。また、ただし書きで、「特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市

計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増

築する場合においては、この限りではない。」とされております。 

  次に、政令で定める規模の基準として、施行令第１３０条の２の３、第１項第三号の赤字部分で示

すとおり、工業系用途内の産業廃棄物処理施設のうち、廃プラスチック類の破砕施設につきましては、
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同号チに掲げております一日の処理能力が６トンを超える場合となっております。本案件は、工業専

用地域内においてこの能力が１９．２２トンとなることから、許可が必要となるものです。 

  それでは、案件の内容について説明させていただきます。 

  資料１９ページ左側の「１ 位置図」を御覧ください。当該地の位置を赤色で示しております。場

所は、真岡市寺内地区の真岡第四工業団地に位置しており、工業専用地域で周辺には多くの工場が立

地しております。 

 次に、右側の「２ 施設の概要」を御覧ください。今回は産業廃棄物の破砕施設を新たに設置する

もので、廃プラスチック類等の産業廃棄物を受け入れまして、破砕機により廃棄物を破砕いたします。

破砕後に圧縮、固形化し、製鉄副資材として搬出いたします。なお、製鉄副資材は鉄鋼の製造工程に

おけるガスの発生の抑制剤、吹きこぼれを防止する材料として売却するものです。 

 次に「３ 施設配置図」を御覧ください。今回は既存の事務所、工場に加えまして、赤色で示した

破砕機が設置されている建物、及び、保管・前処理作業をする建物の２棟を増築する計画となってお

ります。 

 事前に行った生活環境調査の結果についてですが、騒音、振動等の基準を下回っており、出入り口

につきましては、前面の市道は幅員が９．０ｍとなっております。以上のことから、土地利用上、周

辺の生活環境上を含めまして、本施設の敷地の位置は都市計画上支障がないものと考えております。 

 第４号議案の説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明を踏まえまして、委員の皆様には審議を

進めていただきたいと思います。御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。いかがでし

ょうか。 

  参考までに教えていただきたいのですが、現在のこちらの施設のトラック交通量は、現在一日何台

ぐらいで、新しくこれができることで何台ぐらいに増えるのでしょうか。 

○幹事（栃木県建築課長） 今の市道の方の台数は、把握していないのですが、今回の搬入車両につき

ましては１日１４台と計画されておりますので、往復でも２８台と少ない交通量と聞いております。 

○議長 ありがとうございました。ほかに何かございますか。木村委員お願いします。 

○１５番（木村委員） 産業廃棄物の処理施設ということですが、これは破砕だけなのか、焼却はない

のか、前の施設は焼却があって今度は破砕だけという意味ではなくて、ここには破砕だけで焼却はな

いということですか。 

○幹事（栃木県建築課長） 今回は破砕だけと聞いております。先ほど御説明したとおり、今回は破砕

した後、圧縮、固形化いたしまして製鉄工場へ売却する製鉄副資材としてつくると聞いております。

破砕だけでございます。 

○１５番（木村委員） すると、これは増築という形をとるわけだね。ということは、増築以前の現況

においては焼却はない、現況でもないということですか。 

○幹事（栃木県建築課長） はい、ございません。 

○１５番（木村委員） わかりました。 
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○議長 そのほか何かございますか。 

御質問、御意見がないようですので、本案につきましては原案どおり議決することでよろしいで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 それでは、特に御異議がございませんので、本案件につきましては原案どおり議決いたします。

ありがとうございました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

〇議長 続きまして報告事項に移ります。報告第１号「市町村の都市計画決定について」、事務局から

御説明、御報告をお願いいたします。 

○幹事（栃木県都市計画課長） 報告第１号「市町村の都市計画決定について」御報告いたします。 

資料はお手元の第１８３回栃木県都市計画審議会報告資料となります。表紙をめくっていただき

ますと、報告案件の概要という表がございますので御覧願います。 

ここでは、令和４年２月１４日から７月２６日までの間に、県内の市町村が都市計画決定を行い

ました案件について報告するものでございます。 

 次に、ページをめくっていただきまして１ページを御覧ください。こちらの表は、市町村ごとの

都市計画決定の件数を計画種別ごとに集計したものでございます。表の一番下にあります計の欄に

記載したとおり、土地利用に関するものの小計が９件、都市施設に関するものの小計が４件、合計

１３件の都市計画決定がなされております。 

なお、それぞれの計画の概要につきましては２ページ、３ページに、位置図については４ページ

以降に添付しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 

報告は以上でございます。 

○議長 ありがとうございました。報告事項ということでございますので、資料をよく確認いただけれ

ばと思います。もし何か御質問などがあれば。大丈夫ですか。ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の議事は終了いたします。委員の皆様には御審議いただきありがとうご

ざいました。 

 それでは、事務局に進行をお返しいたします。 

○事務局 長時間にわたり御審議いただきありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の審議会を閉会いたします。 

本日の資料がもし不要な場合には、そのまま机の上に置いていただいて結構でございます。本日

はありがとうございました。 

午後２時３５分 閉会 


